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法務省人検第1497号

平成13年6月22日

ノ

内閣総理大臣殿

法 務 大

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，検事総長北島敬介の退官に伴い，その後任に東京高等検察庁

検事長原田明夫を，その後任に次長検事松浦恂を，その後任に高松高等検察庁

検事長甲斐中辰夫を，その後任に最高検察庁刑事部長宗像紀夫をそれぞれ充て

ようとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検事長 原田明夫

検事総長に任命する

次長検事松浦 恂

検事長に任命する

高松高等検察庁検事長 検事長 甲斐中辰夫

次長検事に任命する

検事 宗像紀夫最高検察庁刑事部長

検事長に任命する

検事総長北島敬介

願に依り本官を免ずる

(平成13年7月2日付け）

|法務省 ’



検事略履歴

ハラダ アキオ

原田明夫本

昭和14年11月3日生

昭和38年．3月

昭和38年4月

東京大学法学部卒

司法修習生

発令日

昭和40年4月9日

昭和41年3月19日

昭和43年3月25日

昭和45年3月27日

昭和46年8月16日

昭和50年7月1日

･昭和53年8月14日

昭和53年12月26日

昭和56年1月9日

昭和58年4月1日

昭和59年11月20日

昭和60年11月15日

昭和61年9月1日

昭和63年4月20日

平成4年4月3日

平成5年9月13日

平成5年12月22日

平成8年1月16日

平成10年6月23日

平成11年12月22日

所 属

東京地検検事

岡山地検検事

東京地検検事‘

福井地検検事

法務省刑事局付

在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官

法務省刑事局参事官

東京地検検事

法務省刑事局参事官

法務大臣官房司法法制調査部司法法制課長

法務省刑事局公安課長

法務省刑事局刑事課長

法務省刑事局総務課長

法務大臣官房人事課長

盛岡地検検事正

最高検検事

法務大臣官房長

法務省刑事局長

法務事務次官

東京高検検事長

今



綻事略履歴

マツウラ マコト

松浦 絢籍｜ ’本

昭和14年3月3日生

中央大学法学部卒

司法修習生

昭和37年3月

昭和37年4月

所

横浜地検検事

福島地検検事

福島地検郡山支部検事

東京地検検事

岡山地検検事

横浜地検検事

東京地検検事

法務省刑事局参事官

東京地検検事

法務省刑事局青少年課長

東京高検検事

東京地検公安部長

公安調査庁総務部長

山形地検検事正

公安調査庁次長

東京高検次席検事

横浜地検検事正

仙台高検検事長

次長検事

属発令日

昭和39年4月10日

昭和40年3月25日

昭和41年3月19日

昭和42年12月28日

昭和45年3月27日

昭和47年3月25日

昭和50年3月24日

昭和53年3月24日

昭和56年3月25日

昭和59年3月26日

昭和61年9月1日

昭和63年12月2日

平成2年4月5日

平成3年9月17日

平成4年12月10日

平成6年11月11日

平成8年12月3日

平成10年2月12日

平成11年12月22日



検事路履歴

カイナカ タツオ

甲斐中辰、夫籍’ ’本

昭和15年1月2日生

中央大学法学部卒

司法修習生

昭和37年3月

昭和39年4月

属所

横浜地検検事

宮崎地検検事

東京地検検事

岡山地検検事

水戸地検検事

東京地検検事

札幌地検総務部長

札幌地検公安部長

内開調査官

東京地検検事

東京高検検事

法務大臣官房営繕課長

千葉地検次席検事

最高検検事

金沢地検検事正

東京地検次席検事

東京高検次席検事

横浜地検検事正

最高検刑事部長

東京地検検事正

高松高検検事長

発令日

昭和41年4月8日

昭和42年3月25日

昭和45年3月27日

昭和47年3月25日

昭和49年3月23日

昭和52年3月25日

昭和54年4月1日

昭和55年3月25日

昭和57年3月25日

昭和60年3月25日

昭和62年3月27日

昭和62年10月31日

平成2年10月1日

平成4年11月9日

平成5年12月1日

平成6年11月11日

平成8年12月3日

平成10年2月12日

平成10年7月17日

平成11年4月26日

平成12年11月27日



検事略履歴

ムナカタ ノリオ

宗像紀夫籍本

昭和17年1月12日生

中央大学法学部卒

司法修習生

昭和40年3月

昭和41年4月

所 属

東京地検検事

秋田地検検事

東京地検検事

福島地検検事

東京地検検事

法務総合研究所教官

東京地検検事

東京高検検事

東京高検検事（東京地検特別公判部長）

東京地検特別捜査部長

大津地検検事正

最高検検事

前橋地検検事正

最高検総務部長

最高検刑事部長

発令日

昭和43年4月5日

昭和44年3月25日

昭和47年3月25日

昭和49年3月23日

昭和52年3月25日

昭和55年8月15日

昭和58年8月15日

平成1年3月28日

平成4年3月1日

平成5年7月2日

平成7年7月31日

平成8年12月3日

平成9年9月17日

平成11年5月10日

平成12年11月27日

．



検事路履歴

ｷﾀｼﾞﾏ ケイスケ

北島敬介本

昭和11年11月27日生

昭和34年3月

昭和34年4月

東京大学法学部卒

司法修習生

発令日

昭和36年4月14日

昭和37年3月24日

昭和38年3月25日

昭和40年12月28日

昭和42年12月28日

昭和45年3月27日

昭和48年3月23日

昭和49年9月17日

昭和51年3月”日

昭和53年3月24日

昭和57年3月25日

昭和58年12月2日

昭和59年11月20日

昭和60年7月25日

昭和61年4月7日

昭和63年4月6日

昭和63年9月12日

平成1年9月4日

平成3年9月17日

平成3年12月21日

平成5年7月2日

平成6年11月11日

平成7年8月11日

平成9年12月2日

平成10年6月23日

所

札幌地検検事

釧路地検検事

静岡地検浜松支部検事

東京地検検事

福岡地検検事

浦和地検検事

東京地検検事

法務省刑事局付

法務省刑事局参事官

東京地検検事

東京高検検事

法務省刑事局刑事課長

東京地検交通部長

東京地検刑事部長

司法研修所教官

最高検検事

秋田地検検事正

東京地検次席検事

最高検検事

東京高検次席検事

東京地検検事正

最高検公安部長

次長検事

東京高検検事長、

検事総長

属
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く

詞
詞鳫法 田外法

明
務務務 〃〃

’ 坐省 夫｜｜

省省
－－

＝



法 務 省

一
ハ

一 〃 〃 〃 〃

六
○ 〃

五
九 〃 〃

昭
和
五
八

年

｛
ハ

△

ユ

－今

○ 七
一
ハ 四

■

皇

一
一

五 〃 四
月

二二

ﾏﾏｭ

五 八

ユ

▲

詞

,一▲

五

二 △

五

全

九

一

△

○

を

四

ニ

ュ

t

一

五
日

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
○
月
一
七
日
か
ら
同
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
○
年
七
月
二
八
日
か
ら
同
年
八
月
一
七
日
ま
で
と
す
る

イ
ン
Ｆ
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
大
韓
民
国
及
び
香
港
へ
出
張
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
二
月
三
一
臼
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

法
務
省
刑
事
局
公
安
課
長
に
充
て
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
八
年
六
月
四
日
か
ら
同
月
一
六
日
ま
で
と
す
る

西
Ｆ
イ
ッ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
連
合
王
国
へ
出
張
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

も
ゅ

事

項

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

法

務

省

庁
名

I

’

4丁

原
田
明
夫



原
記
明

法 務 省

〃 〃

｛
ハ
ー
ニ 〃

一
ハ
ー
ー 〃 〃

昭
和
六
一
年

四

■

〃 四 五 四

ユ

○ 〃 九
月

二
五 〃

一

一

○

公

五

一

五 八 〃
二全
日

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

員
会
日
本
代
表
の
委
嘱
を
解
く

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

ク
ロ

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

や

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

事

項

外
務
省

〃

■

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

外
務
省

法
務
省

庁

名

5丁



法 務 省

〃
一
一

平
成
元

六
四 〃 〃 〃 〃 〃 〃

昭
和
六
三

年

〃 一
一
ハ

． 呉 七 〃

■

一
ハ 〃 〃 〃 五

月

四
▲ 企

四
▲ 三 一

口

■

阜

四

今

一
ハ

一

○ 九
日

併
任
の
期
間
は
平
成
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

今
中

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
元
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
六
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

尋
●

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

■

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
六
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

任
期
は
昭
和
六
三
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法
務
省

庁
名

6丁

原
田
明
夫
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1

法 務 省
－－輔－一

〃

一一

〃

一

四

ー

〃

ー一

〃

ーー

〃

ーー

三ミ 〃 〃

平
成
二
年

四 〃
巳

〃 ．
一
ハ 四

一

■－ 角

○ 七
一
ハ
月

一
一
一

一
ハ

一

一
一
一

今

。
一 四

ム

一
一

巳

＝ 一
日

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

盛
岡
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

事

項

〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁
名
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法 務 省

〃 〃 七 〃 〃 〃
｛
ハ 〃

－

〃 五 〃 〃

平
成
四
年

一

一
一 九

一 ▲

一

○ 〃 〃
_全 〃

一

一
一 九

一
ハ 五 四

月

一
一
一
一

ｰ 一

■

九

ﾆｰﾐ

○ 五

一
一
一

ろ ‐ △

ーユ

八

一
一

〃

一
一
一
一

一

一
一
一

子 ＝

一
一

＝

今

四

ユ

五
日

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

第
一
三
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
三
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
三
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
二
九
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

Ｏ
●

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
よ
る
合

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

第
一
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

●

9

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

平
成
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

｡

､

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

公
証
人
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

事

項

法
務
省

〃 〃 〃

内
閣

最
高
裁
判
所

〃
争

内
閣

〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

庁

名

’

8丁｜
I

原
田
明
夫
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I

法 務 省

九 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Ｇ
■
Ｇ

〃 〃

｜
平
成
八

－

年

△

一

= マユ

■■L

○ 五 四
一
一 〃 〃 〃 〃

二 竺
月

一
一

○

二二

九

今

言〒
ﾏﾆ ﾕ

二二

九

一

一
ニ
ハ 五

一

▲

八

二 一

一
一
ハ

_二

四

一
一
一
一

L

一
ハ
日

第
一
四
○
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
三
九
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
よ
る
合

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

第
一
三
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

■

●

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る 事
項

〃 〃 〃 〃

内

閣

〃

最
高
裁
判
所

内

閣

法
務
省

内
閣

法
務
省

庁

名

原
田
明
夫

り



{~､I
1
1

｜

』

、

1

法 務 省

〃 〃 〃 〃 〃 〃

－

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

至

○ 〃

平
成
九
年

〃

①

〃 九 〃 ■
の 〃 〃 八 〃 七 〃 〃

エ
ハ 〃

●

〃
▲

今

一
一 九

月

二

八

~三

四 七

＝

一
一
ハ

ユ

九

三4

四 七

-二
▲

一

－ ■

一
一
ハ 〃

一
一
一
一
一

二≦主

八

一

竺

四

一

＝ L

--.-.-→

一
一
一

一

一

』■L

九
日

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

国
会
等
移
転
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

国
有
財
産
中
央
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

海
外
移
住
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
幹
事
に
任
命
す
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

第
一
四
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

第
一
四
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

事

項

●

〃 〃

内

閣

最
高
裁
判
所

大
蔵
省

〃

内
閣

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

内
閣

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

内
閣

法
務
省

内
閣
庁
名

10丁
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一
Ｇ
一 月

五
ユ

●

〃

一
一
一
一

今

凸

○

一

二 八
一
ハ
日

し
た
平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
海
外
移
住
審
議
会
幹
事
の
併
任
は
終
了

法
制
審
議
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

倫
理
監
督
官
を
免
ず
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

一
級
に
叙
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

出
張
期
間
は
平
成
一
一
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
設
立
委
員
を
命
ず
る

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
設
立
委
員
を
命
ず
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

事

項

〃

法
務
省

内

閣

〃

法
務
省

郵
政
省

内

閣

庁
名

－一

原
田
明
夫
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月
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司
法
試
験
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二
次
試
験

三
一
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－
中
央
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
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口

検
事
二
級
（
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

岡
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

合
格

福
島
地
方
検
察
庁
郡
山
支
部
勤
務
を
命
ず
る

福
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

事

一
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こ
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氏旧出
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ま
つ
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松
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四
年
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日
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伊
ロ
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司
法
試
験
管
理
委
員
会

最法
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三
ま
こ
と
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日
恂
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月
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掘
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‐
１
１
’
『
●
‐
’
‐
‐
！
‐
‐
，
０
．
，
１
，
‐
，
‐
‐
四

一
昭
和
四
七
一
三
一

四
九
’

四
一
一
五

五
○
’
一
一
室
一
二
四

五
一
九
一

〃
一
一
○
一
エ
ハ

五

三

三

二四

〃

四
一
一
九

五
四
三
一
二
一
六

五
一〃

九

乳|高 五
五
一
四

五
六″

一

一
一
一

６
Ｉ
Ｉ
６
ｂ
２
Ｉ
１
１
■
ｒ 九 三四

一

到旦貢'五'七|言|元
■
『
■
ｈ
ｑ
■
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事

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

浦
和
地
方
検
察
庁
検
察
宮
事
務
取
扱
を
免
ず
る

浦
和
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
欠
員
に
つ
き
同
課
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

事
務
取
扱
の
期
間
は
昭
和
五
四
年
四
月
八
日
ま
で
と
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
課
長
に
充
て
る

Ⅱ

項

｣■i
法|

務’

｜

省’

庁

■
東
京
高
等
検
察
庁

最

法
務
省

高
検
察
庁

〃〃〃 〃〃〃 〃〃 〃
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今
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卜
１
１
１

法 務 省 ’
’
1

〃 四 〃
一
一
一

〃

平
成
二

一
ハ
ー
ニ 〃

一
ハ

一 〃 〃

昭
和
六
○

年

〃

一

_皇 〃 九 〃 四

一

一
一 〃 九

一
．
一
九

一
一
一

月

〃

一

○ 〃

－一

七 〃 五
一
一

一

二
己

一

五
。

五 五
日

公
安
調
査
庁
次
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

公
安
調
査
官
を
免
ず
る

公
安
調
査
庁
総
務
部
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

山
形
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

公
安
調
査
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
庁
総
務
部
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
○
年
三
月
二
五
日
か
ら
同
年
四
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

を
命
ず
る

ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
連
合
王
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
西
原
イ
ッ
ヘ
出
張

事

項

〃

公
安
調
査
庁

法
務
省

公
安
調
査
庁

〃 〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁

名

3丁

松

浦

』

洵
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一
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一
一

一

○
一

月

〃

ユ

一
一

今

四 三 三

一

○
一

一

○ 五

■

‐

秀 〃

一
一
五

一 空

一
一
一

日

仙
台
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

一
級
に
叙
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

か
ね
て
東
京
高
等
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

か
ね
て
東
京
高
等
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

公
安
調
査
官
を
免
ず
る

公
安
調
査
庁
次
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

第
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

● C

D

第
二
一
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

公
安
調
査
官
を
命
ず
る

事
項

法
務
省

内

閣

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

公
安
調
査
庁

法
務
省

〃

内
閣

‐ｲ

公
安
調
査
庁

庁
名

－

松
浦

恂
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成
一

一
一
一
一

e

●

●

●

●

’

〃
a

〃
一
一 〃 〃

一

一
一
月

一
ハ 五

一

一
ハ
一 〃 〃

今

一
一
一
日

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

し
た
平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
は
終
了

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
委
員
の
併
任
は
終
了
し
た

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

一
級
に
叙
す
る

次
長
検
事
に
任
命
す
る

事

項

法
務
省

最
高
裁
判
所

法

務

省

最
高
裁
判
所

法
務
省

内

閣

庁
名

松
浦
恂
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八九'51麦'八'七 日
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中
央
大
学
法
学
部
卒
業

検
事
二
級
（
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

宮
崎
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る
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て
最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

』
●

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
二
年
九
月
五
日
か
ら
同
月
二
日
ま
で
と
す
る

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

前
橋
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

事

』
。
〃

項

●
の

●
ひ

最
高
裁
判
所

〃 〃

法
務
省

〃

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法

務

省

庁
名

宗
像
紀
夫



内閣総理大臣小泉純一郎殿

検事総長

退官願

一


